
平
成
20
年
４
月
か
ら

後
期
高
齢
者
医
療
制
度
が
始
ま
り
ま
す

75歳以上のみなさまへ!

　

現
在
、
75
歳
以
上
の
人
は
、
国

保
や
社
会
保
険
、
共
済
組
合
、
組

合
健
保
な
ど
の
医
療
保
険
に
加
入

を
し
、
併
せ
て「
老
人
保
健
制
度
」

の
受
給
対
象
者
と
な
っ
て
医
療
を

受
け
て
い
ま
す
。

　

平
成
20
年
４
月
か
ら
は
、
老
人

保
健
制
度
が
廃
止
さ
れ
、
新
し
く

「
後
期
高
齢
者
医
療
制
度
」が
創
設

さ
れ
ま
す
。
75
歳
以
上
の
み
な
さ

ま
に
は
後
期
高
齢
者
医
療
制
度
に

加
入
し
て
い
た
だ
く
こ
と
に
な
り
、

今
ま
で
加
入
し
て
い
た
医
療
保
険

と
老
人
保
健
は
使
え
な
く
な
り
ま
す
。

　

後
期
高
齢
者
医
療
制

度
で
は
、
75
歳
以
上
の

み
な
さ
ま
全
員
が
保
険

料
を
納
め
る
こ
と
に
な

り
ま
す
。

　

保
険
料
は
、
所
得
に

応
じ
て
決
め
る「
所
得
割

額
」と
み
な
さ
ま
が
同
じ

金
額
を
負
担
す
る「
均
等

割
額
」を
合
計
し
て
、
個

人
単
位
で
計
算
し
ま
す
。

　

長
野
県
の
後
期
高
齢
者
医
療
制

度
を
運
営
す
る「
保
険
者
」は
、
県

内
の
市
町
村
全
て
が
加
入
す
る

「
長
野
県
後
期
高
齢
者
医
療
広
域

連
合
」で
す
。

　

こ
の
広
域
連
合
は
、
平
成
19
年

３
月
23
日
に
設
立
さ
れ
、
今
後
は

保
険
料
の
決
定
や
医
療
を
受
け
た

と
き
の
給
付
な
ど
、
後
期
高
齢
者

医
療
制
度
の
運
営
の
主
体
と
な
り

ま
す
。

　

町
は
、
保
険
料
の
徴
収
、
申
請

や
届
出
の
受
付
、
保
険
証
の
引
渡

な
ど
の
窓
口
業
務
を
担
当
し
ま
す
。

　

今
後
、
保
険
料
の
決
定
や
制
度

に
つ
い
て
の
詳
し
い
情
報
は
、
決

定
し
た
も
の
か
ら
広
報
紙
で
お
知

ら
せ
し
て
い
き
ま
す
。

新しい医療制度の財源は…
75歳以上（後期高齢者）のみなさまの医療費は、診療を受けた人が窓口で支払った金額の
残りを、公費（国・県・町）で5割、現役世代からの支援金で4割、後期高齢者のみなさまに
納めていただく保険料で1割を負担します。

　

老
人
保
健
制
度
が
後
期
高
齢
者

医
療
制
度
に
変
わ
っ
て
も
、
医
療

機
関
で
支
払
う
み
な
さ
ま
の
負
担

は
変
わ
り
ま
せ
ん
。

　

老
人
保
健
の
時
と
同
じ
で
、
所

得
の
判
定
区
分
が
一
般
の
人
は
１

割
負
担
、
現
役
世
代
並
の
人
は
３

割
負
担
で
す
。

《
軽
減
措
置
が
あ
り
ま
す
》

　

後
期
高
齢
者
医
療
制
度
が
始
ま

る
と
、
社
会
保
険
な
ど
の
被
扶
養

者
で
、
今
ま
で
ご
自
分
で
保
険
料

を
払
っ
て
い
な
か
っ
た
人
も
保
険

料
を
支
払
う
よ
う
に
な
り
ま
す
。

　

し
か
し
、
被
保
険
者
の
資
格
を

得
た
月
か
ら
２
年
間
は
、
軽
減
措

置
と
し
て
保
険
料
の
均
等
割
額
の

半
分（
５
割
）が
軽
減
さ
れ
ま
す
。

窓
口
で
の
負
担
は
変
わ
り
ま
せ
ん

老
人
保
健
制
度
が
廃
止
さ
れ
ま
す

全
員
が
保
険
料
を
納
め
ま
す

今
ま
で
保
険
料
を

払
っ
て
い
な
か
っ
た
人
に
は
…

　

町
民
課 

住
民
係

（
32
）３
１
１
１（
内
線
18
）

運
営
主
体
は
広
域
連
合

問
い
合
わ
せ
先

公費
約5割
国

都道府県
市区町村

若年者の
保険料

高齢者の
保険料
1割

4割

後期高齢者
支援金

年金から天引き

交付

一括納付

保険料

保険料

口座振替・銀行振込等
後期高齢者の心身の特性に
応じた医療サービス

被保険者

医療保険者
健保組合、
国保 など

社会保険
診療報酬
支払基金

各医療保険
（健保、国保等）の
75 歳未満の
被保険者

75 歳以上の人
一定の障害がある65歳以上の人

保険料 ＝ 均等割額 ＋ 所得割額

みよた広報 やまゆり10月号 （8）　



平
成
19
年
度

介
護
予
防
教
室
を
開
催
し
ま
す

　

御
代
田
町
の
介
護
予
防
教
室
は

昨
年
度
も
開
催
さ
れ
、
60
人
の
参

加
が
あ
り
ま
し
た
。
こ
れ
ま
で
の

介
護
予
防
教
室
で
は
、
運
動
や
講

師
に
よ
る
講
演
な
ど
が
、
主
な
も

の
で
し
た
が
、
平
成
19
年
度
開
催

予
定
の
介
護
予
防
教
室
か
ら
は
、

今
ま
で
の
運
動
や
講
演
に「
介
護

予
防
プ
ロ
グ
ラ
ム
」を
加
え
、
更

に
介
護
予
防
の
普
及
と
推
進
の
為
、

よ
り
充
実
し
た
内
容
の
取
組
み
と

な
っ
て
い
ま
す
。

介
護
予
防
プ
ロ
グ
ラ
ム
の
内
容

◆
介
護
予
防
の
基
礎
的
な
知
識

◆
体
力
維
持

◆
低
栄
養
の
防
止

◆
口
腔
機
能
の
向
上

◆
閉
じ
こ
も
り
予
防

◆
認
知
症
・
う
つ
病
の
予
防

◆
健
康
レ
ク
リ
エ
ー
シ
ョ
ン
な
ど

介
護
予
防
教
室
参
加
対
象
者

町
内
居
住
の
60
歳
以
上
の
方

介
護
予
防
教
室
開
催
期
間

10
月
〜
平
成
20
年
３
月

※
合
計
12
回
教
室
は
開
催
さ
れ
ま

す
。
毎
月
２
回
、
金
曜
日
の
午

後
を
予
定
。

　

日
程
は
、
毎
月
の
町
民
カ
レ
ン

ダ
ー
を
ご
覧
く
だ
さ
い
。

〈
第
１
回
介
護
予
防
教
室
〉

日　

時

10
月
５
日（
金
）

午
後
１
時
30
分
か
ら
午
後
３
時
半

場　

所

人
権
セ
ン
タ
ー
２
階

内　

容

介
護
予
防
の
目
的
と
基
礎
的
知
識

講　

師

身
体
教
育
研
究
所
長　

岡
田
真
平

申
込
・
問
い
合
わ
せ
先

　

地
域
包
括
支
援
セ
ン
タ
ー

（
31
）２
５
１
０

〈
第
２
回
介
護
予
防
教
室
〉

日　

時

10
月
19
日（
金
）

午
後
１
時
30
分
か
ら
午
後
３
時
半

場　

所

人
権
セ
ン
タ
ー
２
階

内　

容

転
倒
骨
折
の
予
防（
実
践
編
）

講　

師

身
体
教
育
研
究
所
長　

岡
田
真
平

10
月
の
教
室
参
加
申
込

参
加
を
ご
希
望
の
方
は
、
10
月
４

日
ま
で
に
、
お
電
話
に
て
お
申
込

く
だ
さ
い
。

９
月
28
・
29
日
は
中
学
校

雪
窓
祭

様
々
な
活
動
に

ご
協
力
を
お
願
い
し
ま
す

　

給
食
の
廃
油
を
利
用
し
て
作
っ

た
、「
エ
コ
石
鹸
」を
販
売
！

　
「
ア
ル
ミ
缶
ア
ー
ト
」に
挑
戦
し

て
い
ま
す
。

　

ア
ル
ミ
缶
の
還
元
金
、
エ
コ
石

鹸
の
売
上
金
は
、
義
援
金
と
し

て
使
い
ま
す
。

　

フ
ィ
リ
ピ
ン
へ
の
支
援
の
た
め
、

ピ
ア
ニ
カ
や
リ
コ
ー
ダ
ー
な
ど

の
楽
器
、
歯
ブ
ラ
シ
・
タ
オ
ル
・

石
鹸
を
集
め
て
い
ま
す
。

　

ご
来
校
を
お
待
ち
し
て
い
ま
す
。

今年の雪窓祭テーマは

1日目（28日）

 8：50～      開催式  
 9：40～10：25 パネルディスカッション
10：35～10：20 展示見学 
12：15～13：15 吹奏楽部公演
13：35～15：25 体育祭  

2日目（29日）

 8：35～ 9：25 演劇部公演
 9：40～11：40 フリーステージ
12：35～14：45 音楽祭
14：55～15：25 片付け・清掃
15：40～16：25 閉祭式

Excellent!!～最高の瞬間～

９
月
か
ら
戸
籍
を

コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
化
し
ま
し
た

　

御
代
田
町
の
戸
籍
電
算
化
事
務

は
昨
年
か
ら
準
備
作
業
を
進
め
、

本
年
９
月
１
日
か
ら
コ
ン
ピ
ュ
ー

タ
処
理
を
開
始
し
ま
し
た
。

　

こ
れ
に
よ
り
、
交
付
請
求
さ
れ

た
戸
籍
の
検
索
時
間
を
短
縮
す
る

こ
と
が
で
き
、
特
に
、
相
続
関
係
を

証
明
す
る
た
め
の
出
生
か
ら
死
亡

ま
で
の
戸
籍
の
請
求
に
も
短
時
間

で
対
応
で
き
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。

　

ま
た
、
当
町
に
在
籍
す
る
戸
籍

は
、
準
備
作
業
の
中
で
記
載
内
容

な
ど
を
点
検
し
、
発
見
し
た
誤
り

は
必
要
な
手
続
き
を
と
り
訂
正
を

し
た
こ
と
に
よ
り
、
記
載
内
容
の

正
確
性
が
向
上
し
ま
し
た
。

　

こ
れ
か
ら
の
戸
籍
の
証
明
書
は
、

今
ま
で
の
縦
書
き
の
和
紙
の
戸
籍

を
コ
ピ
ー
し
た
も
の
か
ら
、
コ
ン

ピ
ュ
ー
タ
で
打
ち
出
す
横
書
き
の

も
の
に
変
わ
り
ま
す
。

　

証
明
書
の
呼
び
方
も
今
ま
で
の

戸
籍
謄
本
・
戸
籍
抄
本
か
ら
、
戸

籍
の
全
部
事
項
証
明
・
個
人
事
項

証
明
な
ど
に
変
わ
り
ま
す
が
、
手

数
料
は
変
更
が
あ
り
ま
せ
ん
。

　

今
後
も
、
戸
籍
の
正
確
な
記
載

と
個
人
情
報
の
取
り
扱
い
に
細
心

の
注
意
を
し
、
住
民
サ
ー
ビ
ス
向

上
に
努
め
て
参
り
ま
す
。

問
い
合
わ
せ
先

町
民
課 
住
民
係（
内
線
46
・
48
）
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